
元 日 獣 発 第 285 号

令和 2 年 2 月 18 日

地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会

会 長  藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

「特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置

の実施に当たっての留意事項について」の全部改正について

このことについて、令和 2 年 2 月 5 日付け元消安第 5020 号及び 5021 号を

もって、 農林水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。

このたびの通知は、議員立法による家畜伝染病予防法の一部改正及び「アフ

リカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」（令和元年 10 月 15 日農林水

産大臣公表）及び「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 25 年 6

月 25 日農林水産大臣公表）の全部変更を踏まえ、「アフリカ豚コレラに関す

る特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当

たっての留意事項について」（令和元年 10 月 15 日付け元消安第 2898 号農林

水産省消費・安全局長通知）及び「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針

に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について」

（令和元年 12 月 20 日付け元消安第 4136 号農林水産省消費・安全局長通知）

を別添のとおり全部改正した旨、周知を依頼するものです。

ついては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

本件内容の問合せ先

公益社団法人
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写 

元 消 安 第 5 0 2 0 号  

令 和 ２ 年 ２ 月 ５ 日  

 

 各都道府県知事 殿 

 

 

農林水産省消費・安全局長     

 

 

「アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及び 

まん延防止措置の実施に当たっての留意事項について」の全部改正について 

       

 ASF（アフリカ豚コレラ）については、「アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防

疫指針」（令和元年 10月 15日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。）及び「ア

フリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措

置の実施に当たっての留意事項について」（令和元年 10月 15日付け元消安第 2898号農

林水産省消費・安全局長通知。以下「留意事項」という。）に従い、発生予防対策を進め

てきたところです。 

今般、議員立法による家畜伝染病予防法の一部改正及び防疫指針の全部変更を踏まえ、

留意事項を別添のとおり全部改正しましたのでお知らせします。 

今後も、本病の発生予防に努めていただくとともに、万が一、我が国で ASFが発生し

た際には、迅速かつ的確の防疫措置が講じられるよう、貴県内の体制整備に御尽力いた

だきますよう、お願いいたします。 

 

 





（案の２） 

元 消 安 5 0 2 1 号  

令 和 ２ 年 ２ 月 ５ 日  

 

 各都道府県知事 殿 

 

 

農林水産省消費・安全局長     

 

 

「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延 

防止措置の実施に当たっての留意事項について」の全部改正について 

       

 CSF（豚コレラ）については、「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 25

年６月 26日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。）及び「豚コレラに関する特

定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意

事項について」（令和元年 12月 20日付け元消安第 4136号農林水産省消費・安全局長通

知。以下「留意事項」という。）に従い、発生予防及び予防的ワクチン接種等のまん延防

止対策を進めてきたところです。 

今般、議員立法による家畜伝染病予防法の一部改正及び防疫指針の全部変更を踏まえ、

留意事項を別添のとおり全部改正しましたのでお知らせします。 

今後も、本病の発生予防及びまん延防止措置の迅速かつ円滑な実施に御尽力いただき

ますよう、お願いいたします。 

 

 


